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１ 育英資金の目的 

熊本県は、向学心に富む学生又は生徒で、経済的理由により修学困難な人に対し、学

資を貸与して教育の機会均等を図り、将来社会に貢献し得る人材を育成することを目的

として、奨学金制度を設けています。 

熊本県から学資の貸与を受ける学生・生徒を「育英奨学生」といい、貸与される学資

を「育英資金」といいます。育英奨学生は、育英資金の貸与を希望する人の中から選考

のうえ決定されます。 

育英資金は卒業後に返還しなければなりません。その返還金は後輩の奨学金として再

び活用されています。後輩もまた、経済的な心配をすることなく安心して勉学に励める

よう、みんなで支えていくことが大切です。 

 

２ 育英奨学生の心得 

育英奨学生は、県の定める熊本県育英資金貸与基金条例及び熊本県教育委員会の定め

る熊本県育英資金貸与規則を守り、学校の指導に従うとともに、育英奨学生としての資

質の維持向上に努める必要があります。 

したがって、勉学の意欲がない、学校内外の規律を乱すなど、育英奨学生として適当

でないと認められたときは、育英資金の貸与を取り消すことがあります。 

 

３ 申請の資格 

申請の資格は、次の各項のすべてに該当する者とします。 

(1) 申請者と生計を共にしている家族で、その生計を主に維持している者（以下「生計

の主たる維持者」という。）が熊本県内に居住していること。 

なお、生計の主たる維持者が単身赴任等により県外居住であっても、同一世帯とし

て認めることが適当であるときは、この限りでありません。 

(2) 学校教育法による高等学校・中等教育学校（後期課程）・高等専門学校・専修学校

（高等課程）に次年度に入学を予定する生徒であって、育英資金の貸与が必要である

と認められること。 

(3) 各世帯の家計状況が、次のアからウのいずれかに該当すること。 

ア 申請者の属する世帯が生活保護法に基づく保護を受けている場合。 

イ 申請者の属する世帯で収入のある者全員が、地方税法の規定により市町村民税が

非課税又は減免になっている場合。 

ウ 申請者の属する世帯の所得合計が、生活保護法における基準額の２倍以下の場合。 

(4) 地方公共団体、公益法人、学校法人等から現に学資の貸与を受けていないこと。 

(5) 貸与した育英資金の返還が確実と認められること。 
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【世帯全員の所得の目安】 

居住地 ４人世帯 ５人世帯 

熊本市 ４８１万円 ５３１万円 

荒尾市 ４６１万円 ５１０万円 

その他 ４２２万円 ４６６万円 

※基準額は、世帯員の年齢、家族構成、居住地によって異なりますので、上記金額はあ

くまで目安の金額となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 貸与月額 

貸与月額は、表のとおり区分ごとに３つの金額から選択できます。 

貸与月額の選択は、高等学校等入学後に行います。 

家庭の経済状況や卒業後の生活設計を十分に考慮のうえ選択してください。 

区  分 金  額 

高等学校 

中等教育学校（後期課程） 

高等専門学校 

専修学校（高等課程） 

国公立 
自 宅 18,000円、13,000円、8,000円 

自宅外 23,000円、18,000円、13,000円 

私 立 
自 宅 30,000円、20,000円、10,000円 

自宅外 35,000円、25,000円、15,000円 

 

５ 貸与期間 

在籍する学校の正規の修業年限の終期までとします。 

高等学校          ３～５年間（課程により異なります。） 

中等教育学校（後期課程）  ３年間（課程により異なります。） 

高等専門学校        ５年間（課程により異なります。） 

専修学校（高等課程）    １～３年間（課程により異なります。） 

 

  

【生活保護受給世帯について】 

生活保護を受給されている世帯については、高校就学に必要な保護費が福祉事務所

から給付されますので、申請を行うにあたっては事前に福祉事務所（ケースワーカー）

と相談してください。 

なお、相談なく育英資金の貸与を受けた場合には、福祉事務所が収入と認定し、保

護費が減額されて給付される場合などがあります。 



3 

６ 貸与方法 

(1) 育英資金は、無利子です。 

(2) 熊本県指定金融機関（肥後銀行）の育英奨学生本人名義の普通預金口座への振込み

により貸与します。口座がない場合は新たに開設してください。 

(3) 育英資金の振込は、下記「貸与スケジュール」のとおり行います。 

(4) 各月の貸与については、各自通帳により確認してください。 

 

【貸与スケジュール】 

採用年度 対象月 貸与時期 

１年目 

初回振込（４月～５月） ５月３１日 

６月～２月 毎月２１日 

３月 ３月１０日 

２年目以降 

４月 振込なし 

年度当初振込（４月～５月） ５月２１日 

６月～２月 毎月２１日 

３月 ３月１０日 

※振込日が土日祝日にあたる場合は、直前の金融機関営業日が振込日となります。 

例：１０月２１日（日）の場合 → １０月１９日（金）が振込日 

※２年目以降、毎年４月は奨学生の在籍確認を行うため、育英資金の振込はありません。 

 

７ 保証人 

連帯保証人 １人（生計の主たる維持者：親権者（法定代理人）） 

ただし、生計の主たる維持者が未成年の場合は、その人に代わる独立した生計を営む

成年者。 

 

 

 

 

 

 

 

  

【連帯保証人について】 

当県の育英資金債務に関し滞納が発生している場合には、当該債務に係る連帯保

証人又は保証人が新たに別の奨学生（兄弟姉妹等）の連帯保証人等になることはで

きません。 

また、連帯保証人が死亡された場合、連帯保証債務は財産として相続されます。 
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８ 返還方法 

(1) 返還の義務 

育英資金は貸与されるものであり、その返還金が再び後輩の奨学金として貸与され

ますので、規則に従い、下記のとおり必ず返還しなければなりません。 

返還期間 ・貸与を受けた月数の３倍の期間 

（例：３年間貸与を受けた場合は、９年かけて返還） 

返還開始 ・貸与終了後、６ヶ月を経過した日の翌月から開始 

（例：３月に卒業し、貸与終了した場合、１０月下旬から返還開始） 

返還方法 ・口座引落し又は納付書 

①月賦        毎月返還 

②年賦        年１回 毎年１０月返還 

③半年賦       年２回 毎年４月と１０月返還 

④月賦／半年賦併用  毎月返還、６月と１２月に加算 

⑤その他       一括返還等 

返還を延滞し

た場合の措置 

・貸与を受けた本人が返還を延滞した場合は、直ちに連帯保証人に返還

を請求します。 

・返還を延滞したときは、返還の日までの日数に応じ、返還すべき割賦

金額に対して年３％の割合で計算した金額の延滞利息が生じます。 

 

(2) 返還の猶予 

貸与終了後、大学又はこれに準ずる学校に進学したとき、災害を受けたとき、病気

で長期療養の必要があるとき、その他やむを得ない理由により返還が困難となったと

きは、本人の申請によりその状況を審査のうえ、一定期間返還を猶予（返還の開始を

先延ばし）することができます。 

(3) 返還の免除 

育英奨学生が死亡したとき、障がいにより労働能力を喪失したときは、申請により

返還額の全部又は一部を免除することがありますので、詳しくは高校教育課までお問

合せください。 

 

【主な返還計画（貸与期間：3年（36月）、返還方法：月賦）】 

区分 貸与月額 貸与総額 返還回数 
返還額 

初回 以降 

国公立 
自宅 18,000円 648,000円 108回（9年） 6,000円 6,000円 

自宅外 23,000円 828,000円 108回（9年） 7,738円 7,666円 

私立 
自宅 30,000円 1,080,000円 108回（9年） 10,000円 10,000円 

自宅外 35,000円 1,260,000円 108回（9年） 11,738円 11,666円 
 

熊本県では奨学生の公平性確保と制度維持のために、裁判所の

手続きを経て、延滞された返還金の回収を行っています。 

返還期限は必ず守ってください。 
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１ 提出期限 

申請者から提出された書類を点検後、期限までに県教育庁県立学校教育局高校教育課

へ提出してください。 

区 分 提出期限（期間） 

申請者から学校 学校の指定する日 

学校から高校教育課 令和５年（２０２３年）９月１５日（金）【必着】 

 

２ 提出書類 

提出書類 説  明 

１ 育英資金貸与予約者申請

書（別記第７号様式） 

育英資金貸与予約者申請書（以下「申請書」という。）

は、９ページ～１１ページの記入上の注意及び記入例を

参照のうえ、申請時現在の事実を正確に記入してくださ

い。 

２ 育英奨学生推薦書 

（別記第４号様式） 

学校記入欄に記入し、提出（推薦）してください。 

３ 保証書 

（別記第５号様式） 

本書に記入された方が連帯保証人となります。 

申請書に記載の生計の主たる維持者と同一の方を記

入してください。 

※３ページ「７ 保証人」を参照してください。 

 

４ 住民票（コピー不可） 個人番号の記載がない世帯全員分の住民票（発効日か

ら３ヶ月以内）を提出してください。同居・別居に関わ

らず生計を一にする世帯（本人を含む。）全員について

提出が必要です。 

 

５ 所得が確認できる書類 

 

 

 

【所得証明書について】 

※毎年６月頃から発行可 

※発行時期は各市町村役場へ 

お尋ねください。 

 

同一生計の者のうち、令和５年（２０２３年）４月１

日現在の年齢が１６歳以上の者全員の令和５年度（２０

２３年度）所得証明書（令和４年（２０２２年）分）（コ

ピー不可）を提出してください。 

※大学生、高校生及び無職無収入の方も提出が必要。 

※源泉徴収票及び確定申告書は不可。 

また、申請時において、次表「所得に関する証明につ

いて」の区分に該当する者は上記所得証明書に加えて該

当する証明書類を提出してください。 
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提出書類 説  明 

６ その他基準額の算定に必

要な書類 

【賃貸借住宅の場合】 

・家賃等の金額が証明できるもの 

（契約書の写し、家賃の領収書の写しなど） 

【同一世帯で障がいのある方がおられる場合】 

・身体障害者手帳の写し    １級～３級 

・療育手帳の写し       Ａ１～Ｂ２ 

・精神障害保健福祉手帳の写し １、２級 

※上記手帳の写し以外は認められません。 

 

７ 調査等同意書 育英資金の貸与、返還の実施に関して調査や照会が必

要な場合、当該同意書の写しを付けて関係の官公庁等に

調査や照会を行うためのものです。 

 

 

【所得に関する証明について】 

申請時において、次の区分に該当する者は、該当する証明書類を提出してください。 

区分 証明書類 

失職 
・申立書 

・離職票（写し）又は退職証明書（原本） 

減収 
・申立書 

・年収見込証明書（原本）又は給与明細票（写し、直近3ヶ月分） 

生活保護受給者 ・保護証明書（原本）※福祉事務所発行 

罹災 
・申立書 

・罹災証明書（原本）※市町村発行 

長期療養 

（6ヶ月以上） 

・申立書 

・医療費領収書等（写し、直近3ヶ月分） 

 

 

３ 提出先 

〒862-8609 熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号 

熊本県教育庁県立学校教育局高校教育課修学支援班（県庁行政棟新館６階） 
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【お願い】 

申請者から提出される書類は、事務処理を円滑に進めるため、次のように整理のう

え、提出されるよう御協力願います。（一人ずつクリップ留め） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 選考及び採否決定の通知 

(1) 学校長から推薦のあった申請者について内容を審査後、育英奨学生候補者選考委員

会に諮り、家計状況を基に貸与予約者を決定します。 

(2) 必要書類の不足、記入漏れ、判読困難などの不備のある申請書等は、判定材料を欠

くものとして選考から除外されることがあります。 

また、決定後に記入内容が故意に事実と相違して記入されていることが判明した場

合は、決定取り消しとなることがあります。 

(3) 選考結果の通知は、１２月上旬を予定しています。 

(4) 選考結果は、選考結果通知書を学校宛に送付しますので、速やかに申請者に対し、

交付してください。 

 

 

 

 

５ 他奨学金との関係 

貸与型の他の奨学金（市町村、団体）を併願することはできますが、併給することは

できません。また、他の奨学金と併願している場合は、当該奨学金の選考結果が判明す

るまで育英資金の貸与は保留されます。 

なお、熊本県奨学のための給付金や給付型の奨学金との併給は可能です。 

 

 

 

 

予算の範囲内で貸与予約者決定を行いますので、申請された方全員が採用されるも

のではありません。 

下

上

⑦

⑥

⑤

④

③

②

①

申請者一覧表

申請者一覧表

①貸与予約者申請書

②育英奨学生推薦書

③保証書

④住民票

⑤所得証明書

⑥その他必要書類

⑦調査等同意書
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申請から返還完了までの流れ（図解）

採

用

令和5年(2023年)9月 育英資金貸与予約者申請書等の提出

令和5年(2023年)10月～11月 申請書類の審査及び選考

貸 与 予 約 者 決 定

令和5年(2023年)12月 選考結果通知書の交付

令和6年(2024年)4月 進学届、誓約書等の提出

令和6年(2024年)5月 採用決定通知書の交付

採 用 決 定

貸 与 開 始

令和6年(2024年)5月31日 初回振込（4月～5月分）

以降、毎月21日振込

卒業年の1月 借用証書等の返還関係書類の提出

卒業年の3月 貸与終了

卒業年月（返還猶予終了年月）の6ヶ月経過後から返還

返還期限：毎月25日（月賦の場合）

返還猶予
※要件（進学、疾病等）に該当する場合

返 還 開 始

返 還 完 了

貸

与

返

還
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＜育英資金貸与予約者申請書の記入上の注意点＞ 

 

 

 

 

 

 

 

１ 申請者欄について 

(1) 「氏名」にはフリガナをつけてください。 

(2) 「住所」は、住民票通りに記入し、団地・アパート等は建物名称、棟号、部屋番号

まで省略することなく正確に記入してください。 

(3) 「電話番号」は、日常的に連絡可能な番号を記入するとともに、携帯電話をお持ち

の方は、両方の番号を記入してください。 

(4) 「他の奨学金の申込状況」は、各市町村や社会福祉協議会など熊本県育英資金以外

の奨学金に申し込みをされる場合は、必ず記入してください。（就学支援金や奨学の

ための給付金については記入不要です。） 

 

２ 生計の主たる維持者欄について 

(1) 生計の主たる維持者は、保証書（別記第５号様式）に記載の連帯保証人を記入して

ください。 

(2) 「勤務先」は、名称及び電話番号を記入してください。 

(3) 「住居区分」は、該当するものを選択してください。本人や家族の所有する住居は

「持家」となります。借家やアパート等は、「賃貸借」となります。「賃貸借」の場

合は、家賃額を記入してください。持家による住宅ローンは記入不要です。 

 

３ 家族及び所得状況欄について 

(1) 「家族」には、同居・別居を問わず、本人と生計を一にする者（本人を含む。）全

員について記入してください。住民票が異なる世帯（祖父母等）であっても同一の住

居に居住している場合は、原則として同一世帯となります。 

独立の生計を営む方については記入する必要はありません。 

(2) 「続柄」は、申請者本人との関係（父母兄姉等）を記入してください。 

(3) 「年齢」は、今年の４月１日現在で記入してください。 

(4) 「同居別居の別」は、家族からみて判断してください。 

(5) 「所得額」は、所得（課税）証明書に記載された合計所得金額を記入してください。

なお、所得金額がマイナスの場合は「０円」となります。他の家族との所得の相殺は

できません。 

 

申請書は、奨学生の選考にあたっての重要な書類となるため、記入上の注意及び記

入例を参照のうえ、申請時現在の事実を記入してください。 

記入すべきことが書かれていないものや記入内容が故意に事実と相違して記入さ

れていることが判明した場合は、決定後においても決定取り消しとなることがありま

すので、正確に記入してください。 
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【参考】所得（課税）証明書の例（熊本市） 

※様式は市町村によって異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 署名について 

申請書下部の署名欄については、必ず申請者本人及び生計の主たる維持者それぞれが

自署により記入してください。 

 

５ その他 

記入を誤った場合は、訂正箇所に二重線を引き、余白に正しく記入してください。 

修正液や修正テープによる訂正はできません。 

 

  

【拡大図】

合　　　　計 3,540,000        

給　与　所　得 3,540,000        

(給　与　収　入) (5,100,000)

(公的年金等収入額)

総合課税合計 3,540,000        

年分　所　得　金　額(円)

所　得　の　内　訳

ここに記載された金額を記入してください。 
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別記第7号様式(第6条関係)

住所

電話

同居別

居の別

同居

別居

同居

別居

同居

別居

同居

別居

同居

別居

同居

別居

同居

別居

同居

別居

　

申込番号

育　英　資　金　貸　与　予　約　者　申　請　書　(修　学　貸　与)

申
　
　
請
　
　
者

フ リ ガ ナ 〒□□□－□□□□

氏 名
　　　○○市○○町○丁目○番○号

ショウガク　ジロウ

奨学　次郎

平成○○年 ○ 月 ○ 日

他 の 奨 学
金 の 申 込
状 況

　・その他の奨学金（　○○○奨学金　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　・他の奨学金は申請していない、又は申請の予定はない。

　　　○○アパート101号

生 年 月 日 ***-***-****

在 学 校 名
専修学校

高等専門学校熊本県立○○

貸与期間

令和6年4月から
令和9年3月まで

○○市立○○中

家
族
及
び
所
得
状
況
（

本
人
を
含
む
）

続柄
氏　　名 学校名・学年・障害

名等

所　得　額

勤 務 先
(株)育英商事 電話　　　***-***-****

家　賃 4 5

維
　
持
　
者

生
計
の
主
た
る

フ リ ガ ナ ショウガク　タロウ 住所　〒□□□－□□□□ 住　居　区　分

氏 名 奨学　太郎
　　○○市○○町○丁目○番○号 持家　・　賃貸借

その他(　　　　)　　○○アパート101号

0
昭和○○年 ○ 月 ○ 日(○才)

0 0

0 0 0
電話　***-***-**** 携帯電話　***-***-****

生年月日（申請年度の４/１現在の年齢） 円

父
奨学　太郎

2 0 0 0 0
昭和○○年 ○ 月 ○ 日(○才)

0 0 0
平成○○年 ○ 月 ○ 日(○才)

姉
奨学　公子

○○大学○年

0

平成○○年 ○ 月 ○ 日(○才)
本人

奨学　次郎
○○中学校○年

母
奨学　花子

3 0 0 0

5 0

平成○○年 ○ 月 ○ 日(○才)
妹

奨学　良子
○○小学校○年

0
5

0
0

0
0

0
0

0
0昭和○○年 ○ 月 ○ 日(○才)

祖母
奨学　和子

身体障害者手帳○級
8
9

3 1 5

生計の主たる
奨　学　太　郎

維　 持　 者　氏　名

進学
希望
校

国公立・私立国公立・私立

学校第( ３ )学年 高等学校

　上記のとおり相違ありませんので、育英奨学生として採用されるよう申請します。

令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日

　　熊本県教育委員会　様

本　　　　人　氏　名 奨　学　　次　郎

0 0 0 0

備
考

所 得 額 の 合 計

記 入 例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それぞれが自署により記入してください。 
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別記第4号様式(第6条関係)

住　所 ○○市○○町○丁目○番○号

　　　育英奨学生申請者 ○○アパート○○○号

氏　名

　　　上記の者は、勉学に意欲があり、熊本県育英奨学生として適当と認めますので推薦

　　します。

年　　　月　　　日

　　　熊本県教育委員会　様

学　校　名

学(校)長名

育　英　奨　学　生　推　薦　書

奨学　太郎

記 入 例 

 

  

※この枠内は、在学する学校において使用 

しますので、記入しないでください。 

本人の自署により記入してください。 
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別記第5号様式(第6条関係)

住　所 ○○市○○町○丁目○番○号

　　　育英奨学生申請者 ○○アパート101号

氏　名

令和  ○　年　○　月　○　日

　　　熊本県教育委員会　様

連 帯 保 証 人

 (生計の主たる

 維持者)

保　　　証　　　書

奨　学　次　郎

　　　上記の者が、このたび熊本県育英資金貸与基金条例による熊本県育英資金の貸与を

　　申請します。

　　　つきましては、育英奨学生として勉学に精励し、社会において有為な人材として成

　　長できるよう指導します。

　　　また、貸与金の返還については保証人としての義務を履行します。

フリガナ

住　　所

フリガナ

氏　　名

〒□□□－□□□□　　TEL ***-***-****

　○○シ○○マチ○チョウメ○バン○ゴウ

ショウガク　タロウ

奨学　太郎

　○○アパート101ゴウ

　○○市○○町○丁目○番○号
　○○アパート101号

記 入 例 

 

  

本人の自署により記入してください。 

連帯保証人の自署により記入してください。 
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　　　熊本県育英資金の貸与、返還の実施のために必要がある時は、下記の申請者本人及

　　び連帯保証人の住所、居所、住居、勤務先、資産、収入等について、熊本県教育委員

　　会が官公庁、金融機関等の関係する団体、法人等又は関係する個人に対し調査等を行

　　い、当該調査等の依頼を受けた者が熊本県教育委員会に対し当該調査等に回答するこ

　　とに同意します。

　　　なお、本同意書は同意書作成日以降熊本県育英資金の返還が完了するまで、下記の

　　住所、氏名に変更があった場合も、有効の旨、併せて同意します。

令和 ○ 年　○　月　○　日

　　　熊本県教育委員会　様

申請者本人 住所 ○○市○○町○丁目○番○号

○○アパート101号

氏名 奨　学　次　郎

連帯保証人 住所 ○○市○○町○丁目○番○号

○○アパート101号

氏名 奨　学　太　郎

調査等同意書

記 入 例 

 

申請者本人、連帯保証人それぞれ自署により記入して

ください。 
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１ 推薦基準 

(1) 人物について 

学習活動その他生活の全般を通じて、態度、行動が奨学生にふさわしく、将来良識

ある社会人として活動できる見込みがあること。 

また、中途で学業を放棄することがないと思われる者であること。 

(2) 健康について 

修学に十分耐え得ると認められること。 

(3) 家計について 

世帯全員の所得金額が生活保護基準額の２倍以下であれば基準を満たすことにな

ります。 

家計については、基準を満たさないと思われる申請があった場合も、申請の意志が

あれば提出してください。 

 

 

 

ア 世帯人員の認定 

世帯人員の認定は、住民票に記載された者について次のとおり行います。 

（ア）同居・別居を問わず、本人と生計を一にする者は同一世帯とする。 

※住民票が異なる世帯（祖父母等）であっても同一の住居に居住している場合

は、原則として同一世帯となります。 

（イ）次の場合は、同一の住居に居住していなくても同一世帯とする。 

a  生計の主たる維持者が勤務地の関係で別居しているとき。 

b  就学又は病気療養等のため一時別居しているとき。 

c  主として扶養している者（祖父母等）と別居しているとき。 

d  その他上記のいずれかと同様の状態にあるとき。 

（ウ）別居独立している兄弟姉妹及び生計を一にしない別居の祖父母等は同一世帯と

しない。 

（エ）「本人が特別の事情にある人」又は「都道府県知事から委託されている人に養

育されている人」である場合は、同一の住居に居住していてもその世帯に属さな

い人とみなすことができる。ここでいう「特別な事情にある人」とは、２親等内

の親族が、２０歳未満の兄弟姉妹だけの世帯構成の者を指す。 

ただし、２０歳以上の兄弟姉妹であっても、就学者及び長期療養、心身に障が

いのある等のため経済力のない者である場合は、２０歳未満とみなすことができ

る。 

（オ）事情により家庭（保護者又は他の家族）と絶縁状態及びそれに準ずるような場

合は、本人を単独生計者として取り扱うことができる。 

 

世帯全員の所得金額 ≦ 生活保護基準額×２  ⇒  基準を満たしている 
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イ 所得金額の算定 

所得金額の算定は、同一生計の世帯全員の所得（課税）証明書に記載された前年

分（令和４年（２０２２年）分）の所得金額を合計するものとする。 

ただし、申請時において、次の区分により該当する証明書類が提出された場合は

下表により所得金額を算定する。 

 

区分 算定方法 

失職 所得金額を「０円」とする。 

転職等による減収 年収見込額（月収×１２）から所得金額を算定する。 

※年収見込額と所得金額は異なります。 

罹災 所得金額から被害総額を控除して算定する。 

長期療養 

（6ヶ月以上） 

今後の療養期間に係る医療費相当額を所得金額から控除し

て算定する。 

 

ウ 生活保護基準額の算定 

申請者の属する世帯ごとに厚生労働省の定める生活保護基準により算定します。 

※基準額は、世帯員の人数、年齢及び居住地等により異なります。 

 

２ 申立書について 

育英奨学生の審査は、原則として、公的機関の発行する各種証明書（住民票、所得証

明書等）により行います。 

しかし、申請時において、失職、転職等により当該証明書の内容が現状と異なる場合

や、風水害等による被災にあった、長期療養しているなど修学が困難な状況にある場合

は、申立書及びその事由を証明する書類を提出してください。 

また、申立書の記載内容については、必ず生計の主たる維持者へ聴き取りを行うとと

もに、学校で必要があると認められる場合は、民生児童委員による現況確認を受けるよ

う御指導願います。 

申請者から申立書の提出があり、教育委員会で修学が困難であると認められた場合は、

当該内容を考慮のうえ、審査を行います。 

※申立書は、特別な事情のある方のみ提出してください。すべての申請者が提出する

ものではありません。 
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【制度全般】 

 

 

Ａ１ 生計の主たる維持者が熊本県内に居住していれば対象となります。なお、生計の

主たる維持者が単身赴任等で県外に居住している場合も対象となります。 

例１：本人は県外の高校に進学、家族は県内に居住 → 対象 

例２：本人は県外の高校に進学、父（生計の主たる維持者）は単身赴任で県外に

居住、他の家族は県内に居住 → 対象 

例３：本人は県内の高校に進学、家族は県外に居住 → 対象外 

 

 

 

 

Ａ２ 熊本県育英資金は申請の資格で「地方公共団体等から現に学資の貸与を受けてい

ないこと」と定められています。 

このことから、育英資金と他の奨学金をあわせて申請（併願）することはできま

すが、併せて受けること（併給）はできません。併願された場合は採用決定後に貸

与を希望する奨学金を選択していただきます。 

なお、返還義務が生じない給付型奨学金や就学支援金、奨学のための給付金につ

いては併給できます。 

 

 

 

 

Ａ３ 予算の範囲内で採用決定を行いますので、申請資格を満たしていても、必ずしも

採用になるとは限りません。 

 

 

 

 

Ａ４ 初回貸与は５月末日に２ヶ月分（４～５月分）を奨学生本人名義の肥後銀行口座

に振込みます。ただし、入学後の必要書類に不備があった場合や提出が遅れた場合

は、初回貸与が遅れる場合があります。 

 

  

Ｑ１ 県外の高校に進学を予定していますが申請できますか。 

Ｑ２ 育英資金と他奨学金を併せて申請できますか。 

Ｑ４ 採用された場合、初回の貸与はいつ頃になりますか。 

Ｑ３ 申請資格をすべて満たしていれば、必ず採用されますか。 
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Ａ５ 貸与月額は、年に１度（毎年４月頃）に学校を通じて変更申請をすることができ

ます。 

 

 

 

 

Ａ６ 貸与期間は、在籍する学校の正規の修業年限の終期までとなるため、それを超え

る期間については、貸与できません。 

 

 

 

 

Ａ７ 退学した場合、退学した月の翌月から返還開始となります。 

 

 

 

【申請手続き】 

 

 

Ａ８ 世帯は、生計が同一かどうかで判断します。また、同居している方は、原則、同

一生計と考えられますが、同じ住所地内の別棟に居住し、かつ、食費、光熱費等も

それぞれ支出している場合などは別生計と考えられます。ただし、別生計として申

請される場合は、そのことを証明する書類の提出が必要です。 

 

 

 

Ａ９ 所得の有無に関わらず、申請年度の４月１日現在で１６歳以上の生計が同一の世

帯全員について提出が必要です。また、住民票上の世帯が別であっても生計が同一

であれば、同様に提出が必要です。 

 

 

 

 

Ａ１０ 奨学生の選考に必要な所得額が確認できる様式であれば様式は問いませんが、

世帯全員分が記載してあるものが申請費用の面から最適と思われます。 

 

  

Ｑ５ 貸与月額は途中で変更できますか。 

Ｑ６ 留年した場合、貸与期間は延長されますか。 

Ｑ７ 退学した場合、返還はどのようになりますか。 

Ｑ８ 住民票は別世帯だが、同居している祖父母等は同一世帯となりますか。 

Ｑ９ 所得がない世帯員の所得（課税）証明書は提出が必要ですか。 

Ｑ１０ 所得（課税）証明書の様式が複数あるが、どの様式を提出すべきか。 
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Ａ１１ 

【住民票関係】 

例① 住民票に別居・別生計の兄弟姉妹等が記載されている場合 

※添付書類不要。必要に応じて民生児童委員の現況確認を受けてください。 

例② 保護者が離婚協議中で別居している場合。 

・裁判所等へ提出している離婚手続関係書類の写し等 

※住民票に記載されている場合は、世帯員に含める必要はありません。 

 

【所得関係】 

例① 就労状況に変化があり、所得証明書の内容と現状が異なる場合 

・失職・・・離職票のコピー又は退職証明書の原本 

・転職・・・給与明細書の写し(直近３ヶ月分以上)又は収入見込証明書 

例② 罹災した場合 

・火災・・・り災証明書の原本(消防署が発行) 

・風水害・・・り災証明書の原本(市町村役場が発行) 

例③ 入院・通院等による医療費等の支出が増大した場合 

・医療費等の領収書の写し(直近３ヶ月分以上) 

・保険金等の給付内容が確認できる書類 

※原則、申請時現在において６ヶ月以上に渡る期間、療養中の者が対象。 

よって、既に治療が終了している者は対象外となります。 

例④ 自営業等を営んでいる場合で、その事業により生じた負債がある場合 

・負債の年間返済額が確認できる書類 

※住宅ローン、自動車ローン、教育ローン等は対象外となります。 

 

Ｑ１１ 申立書は、具体的にどのような場合に提出が必要ですか。また、その際の事実

を証明する書類はどういったものが必要ですか。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本県教育庁県立学校教育局高校教育課修学支援班 

 

〒862-8609 熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号 

TEL：(096)333-2675  FAX：(096)384-1563 

 


